
別記様式（第 14 条関係） 

 

附属機関等会議録 

令和元年７月２日  

会 議 の 名 称 平成 30年度  第３回島田市個人情報保護審議会  

開 催 日 時 

              午後２時 00 分から 

平成 31 年３月４日（月） 

              午後５時 15 分まで 

開 催 場 所 島田市役所第３会議室北  

会 議 の 議 題 

 

個人情報取扱事務の届出について  

その他  

島 田 市 個 人 情 報 保 護 審 議 会 の 意 見 の 類 型 表 へ の 新 し

い類型の追加について  

 

会議の公開又は全

部若しくは一部の

非公開の別 

 

公開 ・ 非公開（ 全部 ・ 一部 ） 

会議の全部又は一

部の非公開の理由  

 

公 開 の 場 合 の  

傍 聴 人 の 数 

０人  

出 席 者 の 氏 名 等 

恒 川 会 長 、 田 代 委 員 、 今 村 委 員 、 勝 山 委 員 、 尾 村 委

員 、 中 野 行 政 総 務 課 長 、 榑 林 課 長 補 佐 、 横 山 主 事 

計８人  

会 議 の 結 果 

 

 

 

 

 

 

商 工 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田 代 委 員  

 各課より新規審議案件７件、新規報告案件 10 件、

変 更 審 議 案 件 ３ 件 、 変 更 報 告 案 件 ８ 件 、 廃 止 案 件 ３

件(合計 31 件 )について説明を行い審議が行われた。  

各 案 件 の 概 要 及 び 審 議 結 果 は 、 以 下 の と お り 。 事

務 に お け る 個 人 情 報 の 取 扱 い の 詳 細 は 、 別 紙 審 議 会

資料を参照のこと。 

 

１  新 規 審 議 （ 「 プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 事 業 」 に つ い

て説明）商工課  

【概要】  

消 費 税 率 引 上 げ に よ る 低 所 得 者 ・ 子 育 て 世 帯

へ の 影 響 緩 和 及 び 消 費 喚 起 を 促 す こ と を 目 的

に、プレミアム付商品券の販売事業を行う。  

プ レ ミ ア ム 付 商 品 券 の 購 入 可 能 な 対 象 者 を 抽

出 し 、 対 象 者 へ 通 知 を 送 付 す る た め 、 本 人 以 外

から個人情報を収集する。  

 

今年度限りの事業ですか。  



商 工 課 

 

 

勝 山 委 員 

 

商 工 課  

 

 

 

尾 村 委 員  

 

 

商 工 課  

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

観 光 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

田 代 委 員  

 

 

 

単 年 度 の 実 施 で す 。 商 品 券 が 使 用 可 能 な 期 間 は 、

10 月から３月です。 

 

プレミアム付き商品券事業は初めてですか。  

 

平成 27 年頃に同様にプレミアム付き商品券という

事 業 が あ り ま し た が 、 当 時 は 地 方 の お 店 を 盛 り 上 げ

るという地方創生を目的として実施されました。  

 

販 売 総 数 は ９ 万 冊 と あ り ま す が 、 ど の よ う な 見 込

ですか。  

 

２万 5,000 円相当の商品券を２万円で買えるよう

に な り ま す が 、 購 入 に 関 し て は 任 意 で す 。 ９ 万 冊 に

つ い て は 、 プ レ ミ ア ム 商 品 券 を 購 入 で き る 対 象 者 が

すべて２万 5,000 円分購入した場合になります。  

 

今 回 の 審 議 会 で は 、 プ レ ミ ア ム 商 品 券 以 外 に も 消

費 税 増 税 に 伴 う 対 策 と な る 事 業 が 他 に も あ り ま す 。

様 々 な 事 業 で 消 費 落 ち 込 み 対 策 を 行 っ て い く も の と

ご理解いただければと思います。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

では、本件についてお認めいたします。  

 

 上記案件について承認された。  

 

２  新 規 審 議 （ 「 観 光 総 合 戦 略 策 定 事 務 」 に つ い て

説明）観光課  

【概要】  

観 光 総 合 戦 略 策 定 を 目 的 と し て 、 関 係 者 と の

協議及び情報収集事務を行う。  

策 定 委 員 会 委 員 の 選 定 及 び ワ ー ク シ ョ ッ プ の 開

催 に 当 た り 、 本 人 及 び 本 人 以 外 か ら 個 人 情 報 の

収集を行う。  

 

策 定 委 員 会 の 委 員 の 選 任 に か か る 、 個 人 情 報 の 集

で す が 、 報 酬 を 支 払 う た め の 金 融 機 関 の 情 報 は 収 集

しませんか。  

 



観 光 課 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

観 光 課  

 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

下 水 道 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田 代 委 員  

 

 

 

下 水 道 課  

 

 

報 酬 の 支 払 い は あ り ま す が 、 会 計 課 の 債 権 者 の 登

録 を 通 じ て 支 払 い を し ま す 。 観 光 課 と し て は 金 融 機

関の情報は保管しません。  

 

補足させていただきます。  

担 当 課 と し て 、 事 務 手 続 き 上 の 必 要 で 金 融 機 関 情

報 を 保 管 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、 収 集 項 目 と し て 届

出 簿 に 記 載 し て い ま す 。 本 案 件 に つ い て は 観 光 課 と

し て は 保 管 す る 必 要 が な い も の で す の で 、 収 集 項 目

として記載していません。  

 

対 象 者 の 範 囲 に 記 載 の あ る 「 関 係 者 」 と は ど の よ

うな人たちですか。 

 

例 え ば 観 光 協 会 の 構 成 員 や 、 個 人 と し て 観 光 に 携

わる方達です。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

では、本件についてお認めいたします。  

 

 上記案件について承認された。  

 

３  新 規 審 議 （ 「 下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金 の 徴 収 猶

予 に 係 る 農 業 委 員 会 総 会 議 案 確 認 事 務 」 に つ い て

説明）下水道課  

【概要】  

下 水 道 の 受 益 者 負 担 金 の 徴 収 猶 予 を 受 け て い

る 土 地 所 有 者 に 対 し て 、 徴 収 猶 予 の 理 由 消 滅 届

出 書 の 提 出 を 勧 奨 す る こ と を 目 的 と し て 、 農 業

委 員 会 総 会 議 案 の 確 認 事 務 を 行 う 。 総 会 議 案 に

含 ま れ る 農 地 転 用 に 係 る 個 人 情 報 を 本 人 以 外 か

ら収集する。  

  

本 人 以 外 か ら の 個 人 情 報 の 収 集 元 は 農 業 委 員 会 の

総 会 議 案 で あ り 、 議 案 か ら ど こ の 誰 が 農 地 転 用 し た

のかがわかるということでしょうか。 

 

そ う で す 。 総 会 は 毎 月 開 催 さ れ 、 農 業 委 員 会 事 務

局から議案の提供を受けます。  

 



事 務 局 

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

下 水 道 課 

 

 

 

会 長  

 

 

 

下 水 道 課  

 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

農 林 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

一 定 の 理 由 が あ れ ば 、 下 水 道 事 業 の 受 益 者 負 担 金

の 徴 収 猶 予 の 申 請 が で き ま す が 、 理 由 が 消 滅 し た と

きは、理由消滅の届出をしなければなりません。  

本 件 は 農 地 転 用 と い う 理 由 の 消 滅 が あ っ た に も か

か わ ら ず 未 届 出 に な っ て し ま う こ と を 防 ぐ た め 、 担

当課としても情報を行うというものです。  

 

徴 収 猶 予 の 理 由 消 滅 が あ っ た に も か か わ ら ず 、 届

出がないものはあるということですか。  

 

支 払 い の 義 務 が あ る も の と は い え 、 支 払 い が 再 開

す る と い う 性 質 上 、 届 出 者 が 積 極 的 に な る も の で は

ありませんので、未届出も少なからずあります。  

 

農 業 委 員 会 は 、 下 水 道 課 の 必 要 と す る 徴 収 猶 予 の

理 由 消 滅 に 関 す る 情 報 を 漏 れ な く 持 っ て い る の で

しょうか。  

 

農 地 転 用 に 関 す る 情 報 は 農 業 委 員 会 が 漏 れ な く 把

握していると理解しています。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

では、本件についてお認めいたします。  

 

上記案件について承認された。  

 

４  新 規 審 議 （ 「 農 業 農 村 整 備 事 業 に 伴 う 用 地 取 得

事務」について説明）農林課  

【概要】  

農 業 農 村 整 備 事 業 の 用 地 を 取 得 す る こ と を 目

的 と し て 、 土 地 の 権 利 調 査 や 用 地 交 渉 事 務 等 を

行 う 。 登 記 や 、 住 民 票 ・ 戸 籍 等 の 調 査 及 び 用 地

交 渉 に よ り 、 本 人 及 び 本 人 以 外 か ら 個 人 情 報 を

収集する。  

 

補 足 さ せ て い た だ き ま す 。 建 設 課 や す ぐ や る 課 の

行 う 用 地 取 得 事 務 と 同 様 の 内 容 と な っ て お り ま す 。

用 地 取 得 を す る た め 、 土 地 の 権 利 者 を 登 記 や 聞 き 取

り に よ り 調 査 し 、 取 得 交 渉 に つ な げ る と い う 事 務 に

なります。  



田 代 委 員 

 

 

 

農 林 課  

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

農 林 課  

 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

包 括 ケ ア 推 進 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

尾 村 委 員  

 

本 人 以 外 か ら の 収 集 の 理 由 が 複 数 あ り ま す が 、 公

益 上 の 必 要 を 理 由 と す る 取 り 扱 い は 具 体 的 に ど の よ

うなものになりますか。  

 

土 地 権 利 者 に 関 す る 個 人 情 報 を 近 隣 住 民 か ら 収 集

す る 場 合 を 想 定 し て い ま す 。 権 利 者 不 明 の 土 地 の 収

用 と い う 事 務 を 遂 行 す る た め 、 必 要 な 取 り 扱 い で あ

る と 考 え ま す 。 土 地 収 用 事 務 と い う 性 質 上 非 常 に デ

リ ケ ー ト な 取 り 扱 い が 求 め ら れ ま す の で 、 個 人 情 報

の適切な取り扱いを十分に確保します。  

 

事 業 説 明 会 の 時 点 で は あ る 程 度 の 個 人 情 報 は 収 集

していますか。  

 

農 道 を 新 た に 作 る ま た は 拡 幅 す る と い う こ と に な

り ま す と 、 ま ず は 周 辺 土 地 権 利 者 の 把 握 か ら 始 ま り

ます。その後事業の説明会になります。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

では、本件についてお認めいたします。  

 

 上記案件について承認された。  

 

５  新 規 審 議 （ 「 徘 徊 高 齢 者 み ま も り あ い シ ス テ ム

利 用 補 助 金 交 付 事 務 」 に つ い て 説 明 ） 包 括 ケ ア 推

進課  

【概要】  

認 知 症 高 齢 者 が 行 方 不 明 に な っ た 場 合 に 、 直

ち に 広 域 で の 捜 索 依 頼 が 可 能 な シ ス テ ム の 導 入

を 推 進 す る こ と を 目 的 に 、 補 助 金 交 付 事 務 を 行

う 。 補 助 金 の 交 付 申 請 受 付 に よ り 、 本 人 及 び 本

人以外から個人情報を取得する。  

 

補 足 さ せ て い た だ き ま す 。 金 融 機 関 の 情 報 の 収 集

に つ い て は 、 補 助 金 交 付 と い う 事 務 で あ る た め 、 交

付 漏 れ を 防 ぐ た め 、 担 当 課 と し て も 金 融 機 関 情 報 を

保管するものです。 

 

安 否 不 明 者 の 捜 索 に つ い て は ど の よ う な シ ス テ ム

を 使 い ま す か 。 ま た 、 現 在 も 同 報 無 線 に よ る 広 報 も



 

 

包 括 ケ ア 推 進 課 

 

 

 

 

 

 

 

田 代 委 員  

 

包 括 ケ ア 推 進 課 

 

 

 

 

会 長  

 

 

包 括 ケ ア 推 進 課 

 

 

 

 

 

 

 

包 括 ケ ア 推 進 課 

 

 

会 長  

 

包 括 ケ ア 推 進 課 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

行われていますが、どのような違いがありますか。  

 

安 否 不 明 者 の 捜 索 に つ い て は 、 専 用 の ア プ リ を 使

い ま す 。 ア プ リ を 登 録 し た 協 力 者 の も と へ 不 明 者 の

顔 写 真 や 背 格 好 等 が 届 け る こ と が で き ま す 。 ま た 、

ア プ リ を 通 じ て 情 報 発 信 者 へ 連 絡 を と る こ と も で き

ま す 。 な お 、 連 絡 に つ い て は サ ー バ ー を 経 由 し ま す

の で 、 利 用 者 と 協 力 者 は お 互 い に 連 絡 先 を 知 ら れ る

ことはありません。 

 

補助金は、導入費用全額ですか。  

 

そ う で す 。 ア プ リ を 利 用 す る に あ た り 、 入 会 費 と

年 間 利 数 料 が か か り ま す の で 、 そ れ ら を 導 入 時 に 補

助 し ま す 。 ２ 年 目 以 降 の 年 間 利 用 料 は ア プ リ 登 録 者

の自己負担になります。  

 

外 部 提 供 に つ い て 本 人 同 意 と あ り ま す が 、 こ れ は

高齢者本人の同意ですか。  

 

こ れ は 申 請 者 の 同 意 に な り ま す 。 本 人 以 外 か ら の

収 集 に つ い て は 高 齢 者 の 個 人 情 報 を 家 族 か ら 収 集 す

る と い う 部 分 に な り ま す 。 類 型 に つ い て は 、 高 齢 者

本 人 の 認 知 状 態 か ら 家 族 か ら 聞 き 取 り す る 必 要 が あ

る こ と 、 ま た 補 助 金 事 務 で あ る こ と か ら 、 「 本 人 の

所 在 確 認 」 と 「 補 助 金 算 定 」 の 類 型 を 併 記 し ま し

た。  

 

協 力 者 に つ い て 補 足 し ま す 。 家 族 と 成 年 後 見 人 も

対象者の範囲になりますので届出簿を修正します。  

 

このアプリは市の境界を越えて利用可能ですか。  

 

利 用 可 能 で す 。 20㎞ 圏 内 で あ れ ば 情 報 提 供 が 可 能

です。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

では、本件についてお認めいたします。  

 

 上記案件について承認された。  



包 括 ケ ア 推 進 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

包 括 ケ ア 推 進 課 

 

 

 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

 

包 括 ケ ア 推 進 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

６  新 規 報 告 （ 「 島 田 市 生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー

活動業務」について説明）包括ケア推進課  

【概要】  

住 民 主 体 の 互 助 の サ ー ビ ス や 、 地 縁 団 体 、 Ｎ

Ｐ Ｏ 、 社 会 福 祉 法 人 、 社 会 福 祉 協 議 会 等 に よ る

サ ー ビ ス の 連 携 を 目 的 と し て 、 各 団 体 を 結 び つ

け る コ ー デ ィ ネ ー ト 業 務 を 行 う 。 各 団 体 と の 連

絡のため、本人から個人情報を収集する。  

 

市 の 担 当 課 は 直 接 個 人 情 報 を 取 り 扱 う こ と は あ り

ませんか。  

 

は い 。 主 に 個 人 情 報 の 取 り 扱 い を 行 う 地 域 の 人 た

ち や 団 体 間 の 調 整 に つ い て は 業 務 委 託 し て い ま す の

で 、 市 が 直 接 個 人 情 報 を 取 り 扱 う こ と は あ り ま せ

ん 。 委 託 業 務 に お け る 個 人 情 報 の 取 り 扱 い は 委 託 契

約に明示しています。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

７  変 更 報 告 （ 「 し ま ト レ 推 進 事 業 事 務 」 に つ い て

説明）包括ケア推進課  

【概要】  

高 齢 者 の 介 護 予 防 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、

し ま ト レ の 実 施 団 体 に 対 し て 補 助 金 の 交 付 事 業

を 行 う 。 補 助 金 の 交 付 申 請 受 付 に よ り 、 本 人 及

び本人から個人情報を取得する。  

 

【変更点】  

補 助 金 交 付 の 進 捗 管 理 の た め 、 交 付 対 象 者 の

口 座 情 報 の 写 し を 保 管 す る な ど 、 事 務 処 理 方 法

の 変 更 を 行 っ た こ と に 伴 い 、 届 出 簿 の 表 記 を 改

めた。  

 

事 務 の 開 始 か ら １ か 月 後 に 事 務 の 内 容 が 変 わ っ た

ということでしょうか。  



包 括 ケ ア 推 進 課 

 

 

 

会 長  

 

 

包 括 ケ ア 推 進 課 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

 

包 括 ケ ア 推 進 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包 括 ケ ア 推 進 課 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

 

は い 。 支 援 を ど の よ う に て し て い く か と い う 検 討

の 中 、 市 か ら の 認 定 を し た 方 が よ い の で は な い か と

いう結論になり、事務の変更をしました。  

 

補 助 金 も 公 認 さ れ な い と も ら え な い と い う こ と で

しょうか。  

 

はい。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

８  変 更 報 告 （ 「 島 田 市 地 域 ケ ア 会 議 事 務 」 に つ い

て説明）包括ケア推進課  

【概要】  

高 齢 者 が 地 域 で 自 立 し た 生 活 を 営 む た め に 、

適 切 な 支 援 及 び 必 要 な 支 援 体 制 に つ い て 検 討 す

る こ と を 目 的 に 、 個 別 ケ ー ス 会 議 の 運 営 事 務 を

行 う 。 ケ ー ス 検 討 の 参 考 と す る た め 、 本 人 及 び

本 人 以 外 か ら 介 護 保 険 被 保 険 者 の 個 人 情 報 を 収

集する。  

 

【変更点】  

新 た に 市 が 主 催 す る 自 立 支 援 型 地 域 ケ ア 会 議

を実施することに伴い、届出簿の変更を行う。  

  

事務の開始年月日を７月１日に訂正します。  

 

ご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  
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国 保 年 金 課 

 ９～ 13 番目の案件については関連する案件の届出

で あ っ た た め 、 包 括 ケ ア 推 進 課 よ り 関 連 情 報 の 説 明

を 行 い 、 続 け て 各 担 当 課 よ り 個 別 案 件 に つ い て の 説

明を行なった。  

９～ 13 関連情報  

 静 岡 県 主 導 で 、 医 療 、 介 護 、 健 診 デ ー タ を 一 体 的

に 活 用 し 、 効 率 的 か つ 効 果 的 な 健 康 福 祉 施 策 等 の 推

進 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、 県 、 市 、 後 期 高 齢 者 医

療 広 域 連 合 、 国 保 連 合 会 の ４ 者 が デ ー タ 利 活 用 に 関

す る 協 定 を 結 ぶ こ と に な っ た 。 こ の 協 定 に よ り 、 国

保 連 合 会 の 所 有 す る Ｋ Ｄ Ｂ (国 保 デ ー タ ベ ー ス )シ ス

テ ム を 介 し て ４ 者 が 医 療 、 介 護 、 健 診 デ ー タ を 共 有

す る こ と に な る 。 市 の 内 部 で は 、 国 保 年 金 課 の 医 療

及 び 健 診 情 報 を 長 寿 介 護 課 と 包 括 ケ ア 推 進 課 へ 提 供

することになる。  

 

９  新 規 審 議 （ 「 医 療 ・ 介 護 ・ 健 診 デ ー タ 活 用 事

業」について説明）包括ケア推進課・長寿介護課  

【概要】  

デ ー タ に 基 づ い た 効 率 的 か つ 効 果 的 な 健 康 福

祉 施 策 等 の 推 進 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、 医

療 、 介 護 、 健 診 の デ ー タ を 活 用 す る 事 業 を 行

う。  

Ｋ Ｄ Ｂ か ら 静 岡 県 の 後 期 高 齢 者 医 療 と 島 田 市

の 国 民 健 康 保 険 の 医 療 デ ー タ 、 健 診 デ ー タ 及 び

介護データに含まれる個人情報を収集する。  

 

10  変 更 審 議 （ 「 介 護 保 険 給 付 実 績 管 理 （ 審 査 支

払 ） 事 務 」 に つ い て 説 明 ） 包 括 ケ ア 推 進 課 ・ 長 寿

介護課  

【概要】  

介 護 サ ー ビ ス 等 の 給 付 実 績 の 管 理 を 目 的 と し

て 、 介 護 保 険 給 付 の 審 査 支 払 い 事 務 を 行 う 。 介

護 サ ー ビ ス 等 の 給 付 実 績 を 管 理 す る に 当 た り 、

本 人 及 び 本 人 以 外 か ら 個 人 情 報 を 収 集 す る 。 ま

た、特定健診のため目的外利用を行う。  

 

【変更点】  

医 療 、 介 護 、 健 診 デ ー タ の 活 用 に 係 る ４ 者 協

定 に よ り 、 Ｋ Ｄ Ｂ を 介 し て 介 護 デ ー タ を 外 部 提

供するため、届出簿の変更を行う。  

 

11 変 更 審 議 （ 「 診 療 報 酬 審 査 支 払 事 務 」 に つ い て



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 保 年 金 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 保 年 金 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

説明）国保年金課  

【概要】  

医 療 機 関 に 支 払 う 診 療 報 酬 等 の 給 付 実 績 の 管

理 を 目 的 と し て 、 診 療 報 酬 の 審 査 支 払 い 事 務 を

行う。  

 診 療 報 酬 の 審 査 に 伴 い 、 本 人 以 外 か ら 個 人 情

報を収集する。  

 

【変更点】  

医 療 、 介 護 、 健 診 デ ー タ の 活 用 に 係 る ４ 者 協

定 に よ り 、 Ｋ Ｄ Ｂ を 介 し て 医 療 デ ー タ を 外 部 提

供するため、届出簿の変更を行う。  

 

12、 13 の案件は共に同じ変更点  

 

12  変 更 審 議 （ 「 特 定 健 康 診 査 ・ 特 定 保 健 指 導 事

業 、 後 期 高 齢 者 健 診 事 業 」 に つ い て 説 明 ） 国 保 年

金課  

【概要】  

国 民 健 康 保 険 と 後 期 高 齢 者 医 療 の 被 保 険 者 の

健 康 維 持 を 目 的 と し て 、 健 康 診 査 及 び 特 定 保 健

指 導 を 行 う 。 事 業 実 施 に 伴 い 、 本 人 及 び 本 人 以

外 か ら 個 人 情 報 を 収 集 し 、 他 の 医 療 保 険 者 へ 外

部提供する。  

 

13 変 更 審 議 （ 「 人 間 ド ッ ク 事 務 」 に つ い て 説 明 ）

国保年金課  

【概要】  

疾 病 の 予 防 、 健 康 の 維 持 ・ 増 進 を 目 的 と し

て 、 特 定 保 健 指 導 及 び 人 間 ド ッ ク の 費 用 助 成 の

事 務 を 行 う 。 事 業 実 施 に 伴 い 、 本 人 及 び 本 人 以

外 か ら 個 人 情 報 を 収 集 し 、 他 の 医 療 保 険 者 へ 外

部提供する。  

 

【変更点】  

医 療 、 介 護 、 健 診 デ ー タ の 活 用 に 係 る ４ 者 協

定 に よ り 、 Ｋ Ｄ Ｂ を 介 し て 健 診 デ ー タ を 外 部 提

供するため、届出簿の変更を行う。  

 

包 括 ケ ア 推 進 課 、 長 寿 介 護 課 、 国 保 年 金 課 の も つ

そ れ ぞ れ の 個 人 情 報 デ ー タ を 一 体 的 に 活 用 す る た

め 、 情 報 の 共 有 化 を 図 る と い う 取 組 に な り ま す 。 そ

れ ぞ れ の 事 務 に お い て 個 人 情 報 の 提 供 、 収 集 に 関 し



 

 

会 長  

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

会 長  

 

 

国 保 年 金 課 

 

会 長  

 

 

国 保 年 金 課 

 

 

 

田 代 委 員  

 

 

包 括 ケ ア 推 進 課 

 

 

田 代 委 員 

 

 

国 保 年 金 課 

 

 

 

会 長  

 

 

長 寿 介 護 課 

 

 

て届出簿の変更をさせていただきました。  

 

縦 割 り で 管 理 し て い た 介 護 、 医 療 、 検 診 の 情 報 を

組 織 横 断 的 に 共 有 す る こ と に よ り 活 用 を 図 る と い う

こ と で す ね 。 こ れ は 県 内 全 て の 自 治 体 が 同 様 の 取 組

を行うということでしょうか。  

 

は い 。 静 岡 県 が 中 心 と な り 事 業 を 進 め て い き ま

す 。 情 報 の 利 活 用 に つ い て 、 静 岡 県 と 自 治 体 、 後 期

高 齢 者 医 療 広 域 連 合 、 国 保 連 合 会 が 協 定 を 結 ぶ こ と

になっています。  

 

対 象 と な る 人 た ち は ど の く ら い い る の で し ょ う

か。  

 

 島田市の住民の 20％ほどが国保の被保険者です。  

 

 今 後 は 国 保 以 外 の 保 険 に も 連 携 が 広 が っ て い く の

でしょうか。  

 

 は い 。 今 回 の 連 携 は 今 国 会 を 通 し て 来 年 か ら 法 定

化 す る と い う 予 定 で あ り ま す 。 今 後 も 他 の 保 険 へ 広

がっていくと思われます。  

 

 各 情 報 を 連 携 す る た め に は マ イ ナ ン バ ー を 使 っ て

個人を特定することになるのでしょうか。  

 

 マ イ ナ ン バ ー で は な く 、 あ く ま で 国 保 連 合 会 が 作

成した管理番号を使います。  

 

 国 保 連 合 会 へ の レ セ プ ト 審 査 は 外 部 提 供 に は あ た

りませんか。  

 

 国 民 健 康 保 険 法 に 基 づ い た 委 託 の 範 囲 内 で 個 人 情

報 の 取 扱 を し て い ま す の で 、 外 部 提 供 と い う 取 扱 で

はありません。  

 

 介 護 サ ー ビ ス の 認 定 は 医 療 デ ー タ や 健 診 デ ー タ を

使って総合的に判断するようになるのでしょうか。  

 

 今 ま で は 介 護 実 績 だ け で あ っ た も の が 、 病 歴 や 健

診結果などで判断されることもあるかと思います。  
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会 長  

 

委 員  
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 デ ー タ の 活 用 例 で す が 、 認 知 症 対 策 と し て 病 歴 を

活 用 す る こ と や 、 訪 問 診 療 の 実 績 か ら 介 護 サ ー ビ ス

の 見 込 み 量 を 図 り 計 画 に 役 立 て る と い っ た こ と を し

ていきたいと考えています。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

では、本件についてお認めいたします。  

 

 上記９～13 までの案件について承認された。  

 

14 変 更 報 告 （ 「 地 域 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 活 動 支 援

事業事務」について説明)包括ケア推進課  

【概要】  

要支援者及び事業対象者の自立支援を目的として、介

護サービス事業者を対象とした研修や理学療法士等の助

言による支援事業を行う。市が対象者の所へケアマネー

ジャーと同行訪問するに当たり、本人及び本人以外から

個人情報を収集する。 

 

【変更点】  

訪 問 対 象 者 を 通 所 型 サ ー ビ ス 利 用 者 に 限 定 し

て い た が 、 多 職 種 に よ る ア セ ス メ ン ト が 必 要 な

者 も 訪 問 可 能 と し た 。 個 人 情 報 を 収 集 す る 対 象

者 の 範 囲 が 拡 大 す る こ と に 伴 い 、 届 出 簿 の 変 更

を行う。  

 

対 象 者 の 拡 大 と と も に 、 情 報 の 収 集 項 目 が 減 っ て

いるとうことでよろしいですか。  

 

は い 。 事 業 を １ 年 間 や っ て み た と こ ろ 、 実 際 に 収

集 す る 必 要 の な い 項 目 が あ り ま し た の で 変 更 し ま

す。  

 

ほかに意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

上記案件について報告された。  
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長 寿 介 護 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15  変 更 報 告 （ 「 通 所 型 短 期 集 中 予 防 サ ー ビ ス 事 業

事務」について説明）包括ケア推進課 

【概要】  

高 齢 者 の 介 護 予 防 及 び 身 体 機 能 の 維 持 向 上 の

支 援 を 目 的 と し て 、 運 動 機 能 向 上 の プ ロ グ ラ ム

実施事務を行う。  

事 務 の 対 象 者 の 審 査 を 行 う た め 、 本 人 及 び 本

人以外から個人情報を収集する。  

  

【変更】  

平 成 31 年 度 よ り 事 業 名 が 変 更 に な る こ と か

ら 、 届 出 簿 の 内 容 確 認 を 行 い 、 実 務 に 合 わ せ 整

理を行った。  

 

法 改 正 に 伴 う 事 業 名 の 変 更 と 、 届 出 内 容 の 整 理 を

行ったということですね。  

 

はい。  

 

ほかに意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

16 変 更 報 告 （ 「 高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 等 策 定 の た め

の高齢者等実態調査」について説明）長寿介護課  

【概要】  

高 齢 者 保 健 福 祉 計 画 （ 介 護 保 険 事 業 計 画 ） 策

定 の た め 、 高 齢 者 等 を 取 り 巻 く 状 況 や 意 識 な ど

に 関 す る ア ン ケ ー ト 事 務 を 行 う 。 ア ン ケ ー ト を

送 付 す る た め 、 本 人 以 外 か ら 個 人 情 報 を 収 集 す

る。  

 

【変更点】  

従 来 の ア ン ケ ー ト は 無 記 名 に よ り 実 施 し て い

た が 、 よ り 効 果 的 な 調 査 を 行 う た め 、 介 護 保 険

被 保 険 者 番 号 を 付 し て ア ン ケ ー ト を 行 う と と も

に 、 要 介 護 認 定 デ ー タ と の 連 携 に よ る 分 析 を 行

い 、 実 態 把 握 に 努 め る こ と と な っ た 。 こ れ に 伴
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会 長  

 

 

 

 

国 保 年 金 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

田 代 委 員  

 

 

い届出簿の変更を行う。  

 

今 ま で は 本 人 か ら の 収 集 は な か っ た と い う こ と で

しょうか。  

 

今 ま で は ア ン ケ ー ト を 本 人 特 定 で き な い も の で

と っ て い ま し た が 、 特 定 が で き る 番 号 を 付 し て 行 う

も の に 改 め る た め 、 個 人 情 報 の 収 集 を す る こ と に な

ります。  

 

ご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

17 変 更 報 告 （ 「 過 誤 調 整 （ 一 般 ・ 退 職 ） 事 務 」 に

ついて説明）国保年金課  

【概要】  

医 療 費 の 適 正 化 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、 診

療 報 酬 の 過 誤 を 調 整 す る 事 務 を 行 う 。 保 険 者 及

び 被 保 険 者 を 対 象 に 調 整 を 行 う た め 、 本 人 及 び

本 人 以 外 か ら 個 人 情 報 の 収 集 を 行 い 、 外 部 提 供

を行う。  

 

【変更点】  

変 更 前 の 届 出 簿 内 容 は 、 今 回 の 審 議 案 件 11

「 診 療 報 酬 審 査 支 払 事 務 」 を 含 む も の で あ っ

た 。 届 出 簿 を 見 直 し た 結 果 、 「 過 誤 調 整 （ 一

般 ・ 退 職 ） 事 務 」 の 届 出 簿 か ら 「 診 療 報 酬 審 査

支 払 事 務 」 の 内 容 を 分 離 さ せ る こ と と し た た

め、届出簿の変更を行う。  

 

補 足 さ せ て い た だ き ま す 。 島 田 市 の 国 民 健 康 保 険

と 他 の 保 険 と の 切 り 替 え 時 に 誤 っ て 保 険 証 を 使 用 し

た場合に、保険負担分を調整する事務になります。  

 

過 誤 調 整 は 収 入 す る も の と 支 出 す る も の で は ど ち

らが多いですか。  

 



国 保 年 金 課 

 

 

 

 

 

 

事 務 局  

 

 

 

 

 

 

 

国 保 年 金 課 

 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

 

国 保 年 金 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田 代 委 員  

 

全 体 的 な 統 計 は 即 答 で き ま せ ん が 、 一 昨 年 藤 枝 市

と 過 誤 調 整 し た 際 は 、 1,000 万 円 も の 金 額 の 調 整 が

発 生 し ま し た 。 こ れ は ５ 年 ほ ど 前 か ら 本 来 は 島 田 市

の 被 保 険 者 に な っ て い る は ず で あ っ た 方 の 入 院 費 用

や 高 額 療 養 費 等 を 島 田 市 と 藤 枝 市 で 調 整 し た も の で

す。  

 

補 足 さ せ て い た だ き ま す 。 高 額 の 新 薬 が 話 題 に

な っ た こ と も あ り ま す よ う に 、 医 療 費 は 年 々 増 え て

い っ て い る の が 現 状 で あ り 、 過 誤 調 整 の 金 額 も 増 え

て い っ て い ま す 。 本 来 は 過 誤 が 無 い と い う こ と が 最

良 で あ り 、 そ の た め に は 保 険 者 と し て 迅 速 に 保 険 証

を 被 保 険 者 に 渡 す こ と が で き れ ば 少 し で も 過 誤 が な

くなるのではないかと考えています。 

 

今 後 マ イ ナ ン バ ー カ ー ド が 保 険 証 の 代 わ り に な る

と い う 国 の 政 策 が あ り ま す 。 こ れ に よ り 過 誤 が 減 る

だろうという厚生労働省の説明がありました。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

18 新 規 報 告 （ 「 年 金 生 活 者 支 援 給 付 金 事 務 」 に つ

いて説明）国保年金課  

【概要】  

平成 31 年 10 月１日から、消費税の増税に伴

い 、 一 定 基 準 以 下 の 年 金 受 給 者 に 対 し 国 が 年 金

生 活 者 支 援 給 付 金 （ 以 下 「 給 付 金 」 と い う 。 ）

を 支 給 す る こ と に 関 す る 法 定 受 託 事 務 を 市 が 実

施する。  

年 金 機 構 か ら の 受 給 要 件 に 係 る 照 会 や 、 年 金

受 給 者 か ら の 支 援 給 付 金 請 求 受 付 に よ り 、 本 人

及 び 本 人 以 外 か ら 請 求 者 の 個 人 情 報 を 収 集 す

る。  

 

国民年金の対象者が一番多いのですか。  

 



国 保 年 金 課 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

 

広 報 情 報 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

田 代 委 員  

 

 

広 報 情 報 課 

 

 

 

会 長  

 

広 報 情 報 課 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

 

広 報 情 報 課 

 

所得による制限はありますが、全国で 900 万人が

対象になるといわれています。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

19 新 規 報 告 （ 「 島 田 市 緑 茶 化 計 画 イ ン ス タ グ ラ ム

フォトコンテスト」について説明）広報情報課  

【概要】  

緑 茶 化 計 画 関 連 物 品 等 の 周 知 促 進 を 目 的 と し

て 、 緑 茶 化 を テ ー マ に イ ン ス タ グ ラ ム を 活 用 し

たフォトコンテストを行う。  

受 賞 者 の 選 定 に 当 た り 、 本 人 か ら 個 人 情 報 を

収集する。  

 

表 彰 者 の 決 定 は 、 ア ク セ ス 数 等 が 参 考 に な る の で

しょうか。  

 

も と も と 多 数 の フ ォ ロ ワ ー を も っ て い る 方 も い ま

す の で 、 個 人 の ア ク セ ス 数 や 「 い い ね 」 の 数 は 参 考

にせず、インスタグラムの内容で判断します。  

 

審査は職員で行いますか。  

 

はい、庁内で審査会を行います。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

20 廃 止 案 件 （ 「 島 田 市 緑 茶 化 計 画 広 報 用 物 品 制 作

費補助金交付事務」について説明）広報情報課  



 

 

 

 

 

地 域 づ く り 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

地 域 づ く り 課  

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

 

環 境 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

田 代 委 員  

 

環 境 課  

 

田 代 委 員 

 

【廃止の理由】  

 緑 茶 化 計 画 の 周 知 と い う 当 初 の 目 的 に 関 し て

一定の成果を得たことから、事業を廃止する。  

 上記案件について報告された。  

 

21 新 規 報 告 （ 「 移 住 就 業 支 援 事 業 費 補 助 金 交 付 事

務」について説明）地域づくり課  

【概要】  

東 京 圏 か ら の 移 住 促 進 及 び 中 小 企 業 の 人 材 確

保 を 目 的 と し て 、 移 住 ・ 就 業 補 助 金 の 支 給 事 務

を行う。  

補 助 金 の 交 付 申 請 受 付 に よ り 、 本 人 か ら 個 人

情報を取得する。  

  

本 人 か ら の 申 請 に 基 づ い て 補 助 金 を 交 付 す る 事 務

ということでよろしいですか。  

 

はい。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

22 新 規 報 告 （ 「 住 宅 用 省 エ ネ ル ギ ー 設 備 設 置 事 業

費補助金」について説明）環境課  

【概要】  

住 宅 用 蓄 電 池 及 び 住 宅 用 燃 料 電 池 （ エ ネ

フ ァ ー ム ） 等 の 省 エ ネ ル ギ ー 設 備 の 普 及 促 進 を

目 的 と し て 、 該 当 設 備 の 設 置 費 の 補 助 事 務 を 行

う 。 補 助 金 の 交 付 申 請 受 付 に よ り 、 本 人 か ら 個

人情報を取得する。 

  

これは国からの補助金ですか。  

 

市単独の補助金です。  

 

エネファームの設置費用はどのくらいですか。  

 



環 境 課 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

 

環 境 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

健 康 づ く り 課  

 

 

 

 

 

 

 

田 代 委 員  

 

 

健 康 づ く り 課  

 

 

 

尾 村 委 員  

 

 

 

健 康 づ く り 課  

 

 

会 長  

120 万円程します。その１割を補助します。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

23 廃 止 案 件 （ 「 住 宅 用 太 陽 エ ネ ル ギ ー 利 用 設 備 設

置事業費補助金」について説明）環境課  

【廃止の理由】  

住 宅 用 太 陽 光 発 電 シ ス テ ム 補 助 金 か ら 住 宅 用

蓄 電 池 設 置 事 業 費 補 助 金 に シ フ ト す る 方 針 で あ

り、本事業の廃止に伴い届出簿の廃止を行う。  

  

上記案件について報告された。  

 

24 新 規 報 告 （ 「 緊 急 風 し ん 抗 体 検 査 事 業 」 に つ い

て説明）健康づくり課  

【概要】  

風 し ん の 感 染 拡 大 防 止 及 び ワ ク チ ン の 効 率 的

な 活 用 を 目 的 と し て 、 風 し ん 抗 体 検 査 事 業 を 行

う 。 検 査 結 果 を 受 取 る に 当 た り 、 本 人 か ら 個 人

情報を収集する。  

  

対 象 者 以 外 は 過 去 に 予 防 接 種 を 受 け て い る と い う

ことですか。  

 

昭和 54 年以降は予防接種を受けていて、昭和 37

年 以 前 は 風 し ん に 罹 患 し て 自 然 に 抗 体 が で き て い る

ものと考えるため事業対象外としています。  

 

抗 体 が 少 な い と い う 検 査 結 果 が で た ら 予 防 接 種 の

勧 奨 を す る と い っ た 事 務 で す か 。 接 種 は お 金 が か か

りますか。  

 

は い 。 検 査 結 果 に 基 づ い て 予 防 接 種 の 勧 奨 を 行 い

ます。なお、接種は無料になります。 

 

検査結果は市から本人へ通知しますか。  



健 康 づ く り 課  

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

 

保 育 支 援 課 

 

 

 

 

 

 

 

 

田 代 委 員  

 

保 育 支 援 課 

 

会 長  

 

 

保 育 支 援 課 

 

 

 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

 

保 育 支 援 課 

医療機関から本人に通知されます。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

25 新 規 報 告 （ 「 保 育 士 就 職 支 援 セ ミ ナ ー 」 に つ い

て説明）保育支援課 

【概要】  

島 田 市 内 の 保 育 士 不 足 の 解 消 に 繋 げ る こ と を

目 的 に 、 講 演 会 ・ 就 職 相 談 会 ・ 保 育 体 験 等 の 保

育士の就職支援を行う。  

セ ミ ナ ー へ の 参 加 申 込 受 付 に 伴 い 、 本 人 か ら

個人情報を収集する。  

 

３月９日のセミナーには何人が集まりましたか。  

 

現時点では 17 名の応募をいただいています。  

 

求 人 側 と 希 望 者 の 直 接 の や り と り や 出 会 い の 場 だ

けでは人材不足は解消されませんか。 

 

今 回 は 学 生 を 対 象 に し ま し た が 、 や は り 希 望 者 に

対 し て 求 人 側 は 多 い の で 、 島 田 市 を 選 ぶ と い う こ と

が な か な か な い の が 現 状 で す 。 希 望 者 側 も 、 民 間 の

施 設 で は 個 別 に 当 た ら な く て は い け な い と い っ た 問

題があります。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

 上記案件について報告された。  

 

26 新 規 報 告 （ 「 保 育 士 等 人 材 バ ン ク 」 に つ い て 説



 

 

 

 

 

 

 

 

田 代 委 員  

 

保 育 支 援 課 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

 

農 林 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

田 代 委 員  

 

 

農 林 課  

 

 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

明）保育支援課  

【概要】  

保 育 士 ・ 幼 稚 園 教 諭 ・ 看 護 師 ・ 栄 養 士 ・ 調 理

師 等 の 人 材 不 足 を 解 消 す る こ と を 目 的 と し て 、

人材バンク登録事務を行う。 

人材バンク登録の申込に伴い、本人から個人情報を収

集する。 

  

まだ資格のない学生等は対象になりますか。  

 

今 年 ４ 月 に 看 護 学 校 を 卒 業 見 込 み で あ る と い っ た

方は対象になります。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

27  新 規 報 告 （ 「 林 地 台 帳 ・ 林 地 台 帳 地 図 管 理 業

務」について説明）農林課  

【概要】  

森 林 法 の 改 正 に よ り 、 森 林 施 業 の 担 い 手 へ の

集 約 化 等 を 進 め る た め 、 林 地 台 帳 及 び 林 地 台 帳

地 図 の 作 成 及 び 公 表 並 び に 提 供 事 務 を 行 う 。 林

地 台 帳 の 作 成 、 更 新 及 び 閲 覧 申 請 に 伴 い 、 本 人

及び本人以外から個人情報を収集する。  

  

農 地 の 集 積 の よ う に 、 森 林 も 担 い 手 へ 集 約 す る と

いうことですか。  

 

そ う で す 。 一 つ 一 つ の 筆 が 小 さ い た め 施 業 が 進 ま

な い と い う 課 題 が あ り ま し た 。 そ れ を 克 服 す る た め

に 、 大 規 模 な 森 林 整 備 を す る 事 業 者 が こ の 台 帳 を 基

に森林の所有者を調べるというものです。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 



会 長 

 

 

 

 

文 化 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

文 化 課  

 

 

 

会 長  

 

委 員  

 

会 長  

 

 

 

 

子 育 て 応 援 課  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

28 新 規 報 告 （ 「 文 化 芸 術 推 進 計 画 に 係 る 市 民 意 見

聴取事務」について説明）文化課  

 

【概要】  

文化芸術推進計画策定の参考のため、市 民 対 象 の

ワ ー ク シ ョ ッ プ に よ る 意 見 聴 取 事 務 を 行 う 。

ワ ー ク シ ョ ッ プ 参 加 申 込 受 付 に 伴 い 、 本 人 か ら

個人情報を収集する。  

  

公 募 ま た は 団 体 推 薦 に よ る 応 募 者 と あ り ま す が 、

本人以外からの個人情報の収集は発生しませんか。  

 

団 体 へ の 推 薦 に つ い て は 、 団 体 内 で 被 推 薦 者 を 選

出 し 、 被 推 薦 者 本 人 か ら 応 募 し て い た だ く 方 法 を と

りますので、本人からの収集になります。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

29 変 更 報 告 （ 「 育 児 サ ポ ー タ ー 派 遣 事 業 」 に つ い

て説明）子育て応援課  

【概要】  

妊 娠 中 又 は 出 産 後 間 も な い 母 親 を 援 助 し 、 児

童 の 健 全 な 育 成 と 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 目 的

と し て 、 育 児 サ ポ ー タ ー の 派 遣 を 行 う 。 育 児 サ

ポ ー タ ー 申 込 受 付 に 伴 い 、 本 人 か ら 個 人 情 報 を

収集する。  

 

【変更点】  

育 児 サ ポ ー タ ー 利 用 登 録 者 の サ ー ビ ス 利 用 予

約 を 、 従 来 の 電 話 予 約 に 加 え 、 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ に よ る

予約を可能とする。 



 

 

 

 

 

 

 

会 長  

 

 

子 育 て 応 援 課  
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Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ に よ る 予 約 を 行 う 利 用 者 は 、 育 児 サ

ポ ー タ ー 派 遣 承 認 番 号 と サ ー ビ ス 利 用 希 望 日 等

を Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ に よ り 子 育 て 応 援 課 の 公 式 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ

へ 送 信 す る 。 育 児 サ ポ ー タ ー 派 遣 承 認 番 号 を 本

人 か ら 収 集 す る こ と に な る た め 、 届 出 簿 の 変 更

を行う。  

  

訪 問 記 録 は 今 回 の 事 務 の 変 更 に 伴 い 収 集 す る こ と

になりますか。  

 

こ れ は 、 育 児 サ ポ ー タ ー の 事 務 開 始 か ら 収 集 し て

い る も の に な り ま す 。 今 回 の 事 務 変 更 に 伴 い 、 届 出

簿 の 内 容 を 精 査 し た 結 果 、 項 目 が 漏 れ て い た た め 修

正するものです。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

30 変 更 報 告 （ 「 本 庁 担 当 課 へ の 申 請 書 、 届 出 書 等

の 送 付 事 務 」 に つ い て 説 明 ） 金 谷 南 地 域 総 合 課 ・

金谷北地域総合課・川根地域総合課  

※行政総務課事務局で説明  

【概要】  

 金 谷 及 び 川 根 支 所 に 提 出 さ れ た 書 類 を 適 切 に

本 庁 担 当 課 に 送 付 す る こ と を 目 的 と し て 、 提 出

書 類 の 管 理 事 務 を 行 う 。 事 務 の 実 施 に 当 た り 、

本人から個人情報を収集する。  

【変更点】  

事 務 内 容 に 変 更 は 無 い が 、 届 出 簿 の 記 載 内 容

について整理を行った。  

  

本 庁 担 当 課 へ の 申 請 書 や 提 出 書 類 の 受 取 に つ い て

の事務の届出簿の整理を行いました。 

具 体 的 に は 事 務 目 的 の 明 確 化 、 保 有 す る 公 文 書 の

名称変更の２点です。  

以 前 の 届 出 簿 の 記 載 で は 、 公 文 書 名 に 課 名 が 記 載

さ れ て い ま し た が 、 組 織 再 編 に よ り 課 の 変 更 が あ り
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ますので、課名を除いた記載に変更しました。  

 

ほかにご意見はありますか。  

 

異議なし。  

 

で は 、 本 件 に つ い て ご 報 告 を お 受 け い た し ま し

た。  

 

上記案件について報告された。  

 

31 廃 止 案 件 （ 「 災 害 時 要 援 護 者 （ 身 体 障 害 者 及 び

知 的 障 害 者 ） 名 簿 作 成 事 務 」 に つ い て 説 明 ） 福 祉

課 

【廃止の理由】  

災 害 対 策 基 本 法 の 一 部 改 正 に よ り 、 「 災 害 時

要 援 護 者 」 か ら 「 避 難 行 動 要 支 援 者 」 に 名 称 が

変 更 さ れ た こ と に 伴 い 、 「 避 難 行 動 要 支 援 者 名

簿 取 扱 事 務 」 の 新 規 届 出 を 行 っ た 。 こ れ に 伴 い

本届出を廃止する。 

 

 上記案件について報告された。  

 

その他  

 「 島 田 市 個 人 情 報 保 護 審 議 会 の 意 見 の 類 型 表 」 へ

の類型の追加について、平成 30 年度第２回審議会に

お い て 委 員 よ り 指 摘 を 受 け た 部 分 に つ い て 修 正 を 行

い、再度審議を行った。  

 概 要 及 び 委 員 か ら の 主 な 意 見 は 、 以 下 の と お り 。

詳細は、別紙資料を参照のこと。  

【審議概要】  

島 田 市 個 人 情 報 保 護 審 議 会 が 個 人 情 報 取 扱 事

務 の 内 容 を 審 議 す る に 当 た り 審 議 の 迅 速 を 図 る

た め 、 過 去 の 個 人 情 報 保 護 審 議 会 の 判 断 事 例 を

元 に 公 益 上 の 必 要 が 認 め ら れ る 案 件 の 例 示 を 類

型表としてまとめている。  

審 議 の よ り 迅 速 化 を 図 る た め 、 最 近 の 審 議 結

果 を 踏 ま え 、 類 型 表 へ 新 た な 類 型 を 追 加 す る 必

要 が あ る 。 事 務 局 に お い て 別 紙 の と お り 類 型 案

を提示する。  

 

【前回からの修正点】  

・ 表 ２ の 「 公 共 的 団 体 」 に つ い て 、 「 公 共 的 又 は 公



益 的 な 団 体 」 と し 、 市 と 団 体 が 協 働 し て 実 施 す る

事業に表記を改めた。  

・ 表 ４ に つ い て は 、 目 的 外 利 用 に つ い て の 追 加 類 型

を 削 除 し 、 表 ２ と 同 じ く 、 「 公 共 的 又 は 公 益 的 な

団 体 と 協 働 し て 実 施 す る 事 業 の 適 正 な 遂 行 の た め

の外部提供」に改めた。  

 

【委員からの主な意見】  

・表４の「※当該団体とは、個人情報の取扱いに関

する遵守事項を書面をもって取り交わすものとす

る。」はどのように確認を行うのか。 

 

【事務局から回答】 

・表４の８の類型を理由とする個人情報の取扱いの

場合は、案件の審議会提出時に遵守事項の書面の

写しを担当課に求めることとする。  

 

審議結果、別紙新しい類型である、表１へ№６、

表２へ№12、表４へ№８を追加することが承認され

た。  

 

 委員からの意見を踏まえ、類型案を調整し、次回

の審議会で再度提案する。  

 次回平成 31 年度第１回島田市個人情報審議会は平

成 31 年７月頃を目処に開催予定。  

 

以上  

提出された資料等 別紙のとおり  

会議を所管する課

の名称 

行政経営部 行政総務課  

その他必要な事項 

 

 

 

 


